
 

 

（90.6％）をピークに伸び悩

んでおり、ここ 9年では最低

の割合となりました。 

 

◆男性の取得率は過去最高。

しかし… 

男性の取得率は調査開始

以来「過去最高」となりまし

たが、政府が目標として掲げ

る「2020 年度に 13%」には

程遠い数字となっています。 

何らかの抜本的な対策が

講じられない限り、2020年ま

でに取得率を 13％に引き上

げることは不可能と言える

でしょう。 

 

◆今年度から新設された助

成金 

そんな状況の中、「両立支

援等助成金」の 1つとして、

男性労働者に一定の育児休

業を取得させた事業主に助

成を行う「出生時両立支援助

成金」が今年度から新設され

ました。 

支給対象となるのは、子の

出生後8週間以内に開始する

連続 14 日以上（中小企業は

連続 5日以上）の育児休業（1

年度につき1人まで）であり、

過去3年以内に男性の育児休

業取得者が出ている事業主

は対象外となります。 

支給額は、中小企業では 1

人目が 60 万円（2 人目以降 

15万円）、大企業では 1人目

が 30万円（2人目以降 15万

円）となっています。 

男性従業員のご家庭にお

子さんが産まれる予定があ

る場合、申請を検討してみて

はいかがでしょうか。 

 

「高年齢者の労働災害」

を未然防止するための対

策 

◆企業にとっての重要課題 

現在、高年齢者の労働災害

防止は重要な課題となって

います。 

厚生労働省の「第 12 次労

働災害防止計画」によると、

60 歳以上の労働者の死亡災

害発生率（危険度）は若者の

3.6倍、また、50歳以上の労

働者が全死亡災害の 56％を

占めています。 

労働者の定年延長や退職

者の再雇用が進み、企業の人

手不足感から高齢者の積極

的な活用というニーズが生

じている中で、高年齢の就業

者は今後さらに増えること

が見込まれますので、対策は

急務です。 

 

◆加齢による身体機能の低

下に伴う労災が多い 

高年齢者の労働災害では

「墜落・転落・転倒」が多数

を占めます。加齢により、平

衡感覚や筋力・視力・聴力、

鋭敏性が低下することがそ

の要因の 1つです。 

財団法人労働科学研究所に

よると、55 歳～59 歳の身体

機能は 20 歳～24 歳と比較す

ると、平衡機能は 48％、薄明

順応は 36％、視力は 63％、

瞬発反応は 71％など、大きく

低下しますが、高年齢労働者

自身は自分の身体機能の低下

を軽く見る傾向にあり、注意

を促してもあまり危機意識を

持たないということも多いよ

うです。 

また、高年齢者の場合、傷

害が重篤化して休業も長期化

する傾向にあります。復帰し

ても、予後が思わしくないこ

とも少なくありません。 

 

◆対策には「加齢」を意識す

ることが肝要 

このような高年齢者の労働

災害を未然に防止するために

は、特に「加齢」を意識した

対策を講じることが求められ

ます。 

例えば、身体機能の低下に配

慮して作業負荷を軽減するよ

うな作業方法を定め、その方

法が適切に実施されるように

管理する、労働者個人の健康

の状態をチェックして異常を

早期に発見するためのシステ

ム作りを行い、健康を管理す

る、といった対策が考えられ

るのではないでしょうか。 

 

 

する自動車運転者の労働条

件の改善を図るというもの

です。 

 

◆改正の内容 

今回の改正で、通報事案の

中に「労働安全衛生法（健康

診断）」が新たに追加されま

した。 

（1）労働基準監督機関から

地方運輸機関への通報 

臨検の結果、道路運送法お

よび貨物自動車運送事業法

の運行管理に関する規程に

重大な違反の疑いがあると

認められた事案（改善基準告

示違反、最低賃金法違反、労

働安全衛生法（健康診断）違

反等） 

（2）地方運輸機関から労働

基準監督機関への通報 

監査の結果、自動車運送事

業者について労働基準法、最

低賃金法、労働安全衛生法

（健康診断）、改善基準告示

について重大な違反の疑い

があると認められた事案 

 

◆改正の背景 

自動車運転者について運

行の中止を含む健康起因事

故の報告件数が増加傾向に

ある状況を踏まえ、今回の改

正となりました。 

通達の改正は、平成 28 年

8月 8日から実施されていま

す。 

 

育児休業取得者の割合と

男性の育休取得で受給で

きる新設助成金 

◆男女別の育児休業取得率

は？ 

厚生労働省から「平成 27

年度 雇用均等基本調査」の

結果が公表され、育児休業の

取得者割合（取得率）が明ら

かになりました。 

これによると、平成 27 年

度に育児休業を取得した女

性の割合（平成 25 年 10 月

1 日から平成 26 年 9 月 30 

日までに在職中に出産した

女性のうち、平成 27 年 10 

月 1 日までに育児休業を開

始した者（育児休業の申出を

している者を含む）の割合）

は 81.5％（前年度 86.6％）、

同じく男性の割合（同期間中

に配偶者が出産した男性の

うち、育児休業を開始した者

（育児休業の申出をしてい

る者を含む）の割合）は

2.65％（同 2.30％）となり、

男性の取得率は平成 8 年度

の調査開始以来過去最高と

なったそうです。 

女性の取得率は平成 20 年

自動車運転者に関する

「相互通報制度」の改正

について 

◆厚労省通達が改正 

厚生労働省より、自動車運

転者の労働条件改善のため

の地方運輸機関との相互通

報制度に関する通達が改正

されました（基発第 145号平

成元年 3 月 27 日、改正基発

0808第 1号平成 28年 8月 8

日）。 

自動車運転者の労働条件

の確保・改善のための改善基

準告示等に重大な違反が認

められた事案について、労働

基準監督官機関と地方運輸

機関との間で「相互通報制

度」が設けられていますが、

今回の改正は、自動車運転者

の健康確保のため、労働安全

衛生法に基づく健康診断を

実施していないなどの違反

が認められた事案について

も相互に通報するという内

容です。 

 

◆「相互通報制度」とは？ 

労働基準監督機関と地方

運輸機関が運送事業者への

監督等の結果を相互に通報

し、これに基づきそれぞれが

調査等のうえ、所要の措置を

講じ、自動車運送事業に従事
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